
議
会
制
度
改
革
の
早
期
実
現
に
関
す
る
意
見
書 

 
国
に
お
い
て
は
、
現
在
、
第
二
十
八
次
地
方
制
度
調
査
会
に
お
い
て
「
議
会
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況

を
踏
ま
え
全
国
市
議
会
議
長
会
は
、
先
に
「
地
方
議
会
の
充
実
強
化
」
に
向
け
た
自
己
改
革
へ
の
取
り
組
み
強
化
に
つ
い
て
の
決
意
を
同
調
査
会
に
対
し

表
明
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
制
度
改
正
要
望
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
同
調
査
会
の
審
議
動
向
を
見
る
と
、
全
国
市
議
会
議
長
会
を
は
じ
め
と
し
た
三
議
長
会
の
要
望
が
十
分
反
映
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で

す
。 

 

本
格
的
な
地
方
分
権
時
代
を
迎
え
、
住
民
自
治
の
根
幹
を
な
す
議
会
が
そ
の
期
待
さ
れ
る
役
割
と
責
任
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
方
議
会
制
度

の
改
正
が
必
要
不
可
欠
で
す
。 

 

よ
っ
て
、
江
戸
川
区
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
て
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
事
項
を
含
め
、
と
り
わ
け
左
記
の
事
項
に
つ
い
て
、
今
次
地
方
制

度
調
査
会
に
お
い
て
十
分
審
議
の
上
、
抜
本
的
な
制
度
改
正
が
行
わ
れ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。 

記 

一 

議
会
の
招
集
権
を
議
長
に
付
与
す
る
こ
と
。 

二 

地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
二
項
の
法
定
受
託
事
務
に
係
る
制
限
を
廃
止
す
る
な
ど
議
決
権
を
拡
大
す
る
こ
と
。 

三 

専
決
処
分
要
件
を
見
直
す
と
と
も
に
、
不
承
認
の
場
合
の
首
長
の
対
応
措
置
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

四 

議
会
に
附
属
機
関
の
設
置
を
可
能
と
す
る
こ
と
。 

五 

議
会
の
内
部
機
関
の
設
置
を
自
由
化
す
る
こ
と
。 

六 

調
査
権
・
監
視
権
を
強
化
す
る
こ
と
。 

七 

地
方
自
治
法
第
二
百
三
条
か
ら
「
議
会
の
議
員
」
を
除
き
、
別
途
「
公
選
職
」
と
い
う
新
た
な
分
類
項
目
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
職
務
遂
行
の

対
価
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
に
改
め
る
こ
と
。 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 

  
 

平
成
十
七
年
十
二
月
八
日 

江
戸
川
区
議
会
議
長 

 

渡
部 

正
明 

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長
・
内
閣
総
理
大
臣
・
総
務
大
臣 

 

あ
て 


